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第１章 計画の概要

１ 策定の背景と目的
これまでの社会保障制度は、各分野における典型的なリスクや課題を想定し、高齢者、障害者、

子ども、生活困窮など、属性別・対象者のリスク別の制度を発展させ、分野・属性ごとの支援を充

実させてきました。しかし、近年、少子高齢化、人口減少社会の到来や住民相互の関係が希薄化し

ていく中で、生活課題を抱えながらも相談ができず、必要な支援が届かないまま制度の狭間で孤立

する人が増えています。また、家族構成やライフスタイルの多様化などにより、生活課題も複雑化・

複合化してきており、ひきこもりや介護と育児を同時に抱えるダブルケア、8050 問題のように、

単一の専門分野の制度利用や支援だけでは十分に課題に対応できないケースも増加しています。

これらを背景に、すべての人が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる「地域共生社会」

の実現に向けて、令和３（2021）年４月、対象者の属性を問わない「相談支援」、多様な「参加支

援」、「地域づくりに向けた支援」を一体化する「重層的支援体制整備事業」（社会福祉法第106条

の 4）が創設されました。

本町では、令和５（2023）年３月に「一人ひとりが地域の中で輝き、誰もが自分らしく安心し

て暮らせるよう、共に支え合うまち」を基本理念とした、「第１期太子町地域福祉計画（以下「地域

福祉計画」という。）」を策定するとともに、令和６（2024）年４月から２年間、分野横断的な重

層的支援体制の構築に向けた移行準備事業に取り組みました。

そして、令和８（2026）年４月からの重層的支援体制整備事業の実施に係る具体的な取り組み

等を掲げる「重層的支援体制整備事業実施計画（以下「計画」という。）」を策定しました。

「地域共生社会」の実現（社会福祉法第 4 条第 1 項）概念

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会

の実現を目指して行わなければならない。

包括的な支援体制の整備（社会福祉法第 106 条の 3）

対象：全世帯

地域包括ケアシステムの構築（地域医療介護確保法第 2 条）
対象：65 歳以上

重層的支援体制整備事業（社会福祉法第 106 条の 4）事業

体制・

仕組み
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２ 計画の位置付け
本計画は、太子町総合計画を上位計画とする地域福祉計画の一部として、社会福祉法第 106条

の 5に基づき策定するものであり、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者、その他の分野別計画の

基本理念や基本方針等を踏まえた、本町の重層的支援体制整備事業の実施方針や具体的な事業の推

進方策などを横断的かつ網羅的に掲げた行動計画です。

３ 計画の期間
計画期間は、地域福祉計画（令和５（2023）年度～令和11（2029）年度）との整合を図るた

め、令和８（2026）年度から令和11（2029）年度までの４年間とし、法改正や関連計画の動向、

事業の進捗状況など必要に応じて見直すこととします。

計 画 区 分

R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

地 域 福 祉 計 画

重層的支援体制整備事業

実施計画

年 度

太子町総合計画

太子町地域福祉計画

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、その他の福祉各分野の共通事項

包括的支援体制の整備に関する事項

その他関連計画
そ

の

他

関

連

計

画

介
護
保
険
事
業
計
画

太
子
町
老
人
福
祉
計
画
及
び

整合

・
食
育
推
進
計
画

太
子
町
地
域
保
健
推
進
計
画

太
子
町
障
害
児
福
祉
計
画

太

子

町

障

害

福

祉

計

画

太

子

町

障

害

者

計

画

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

太
子
町
子
ど
も

太子町重層的支援体制整備事業実施計画（本計画）

第 1期 令和 5(2023)年度 ～ 令和 11(2029)年度 第 2期
令和 12
(2030)年度～
令和 17
(2035)年度

第 1期 令和 8(2026）年度
～ 令和 11(2029)年度
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第２章 重層的支援体制整備事業の概要
本事業は、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の ３つの柱に、「アウトリーチ等

を通じた継続的支援」、「多機関協働による支援」を含む包括的な支援体制を構築し、個別の支援と

地域に対する支援の両面を通じて重層的なセーフティネットを整備するものです。

本人ではない親や介護者等の問題各分野で相談・地域づくり ダブルケア

専門学校

・大学生

住民登録はないが居住
８０５０ゴミ屋敷 ひきこもり

障害分野
子ども・子育て

分野
高齢・介護分野

ヤングケアラー借金

生活困窮分野
孤独・孤立問題

保険料未納で必要な

サービスが受けられない 地域の希薄化
家がない 家族と疎遠 出所後

→関連する課題には連携して対応するが、抜け落ちることもある近所トラブル

重層的支援体制整備事業（新たな事業で行う３つの支援）

属性・世代を問わない相談・地域づくりの実施体制

・属性や世代を問わない相談の受け止め

・多機関の協働をコーディネート

・アウトリーチも実施

・既存の取組で対応できる場合は、既存の取組を活用

・狭間のニーズに対応する地域資源を開拓・支援し、

本人とのつなぎを行う

社会とのつながりを作るための支援

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保

・多分野のプラットフォーム形成など、交流・参加

・学びの機会のコーディネート

包括的な相談支援（断らない相談）

（2）参加支援

地域における活動の活性化を通じた多様な

地域活動が生まれやすい環境整備
（3）地域づくりに向けた支援

住民同士の顔の見える関係性の育成支援

（1）相談支援
本人や世帯の属性を問わず包括的に相談を受け止め

支援関係機関全体で行う支援

本人や世帯の状態に寄り添い、

社会とのつながりを回復する支援
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第３章 計画の基本方針・実施事業

１ 計画の基本方針
本町における重層的支援体制整備は、町全体の支援機関や地域の関係者が住民の複雑・複合化し

た支援ニーズを断らずに受け止める、「つながり続ける支援体制の構築」を基本方針とします。

そして、横断的な相談体制と情報共有、地域づくりに関する既存の取り組みなどを有機的に連携

させ、重なり合わせることにより、誰ひとり取り残されることのない「和のまちづくり」につなが

るよう、次の事業を実施します。

相談支援
（どこに相談しても支援につながる）

介 護

障害者等

相談支援事業

(受託者)

障 害 子ども・子育て生活困窮

社会福祉課

福祉事務所

未設置町村相談事業

兵庫県

自立相談支援事業

龍野健康福祉事務所

（生活保護） こども家庭センター型

事業所
企業

学校・園

妊婦等包括相談支援事業型

(さわやか健康課)

地域の居場所

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 (社会福祉課)

参加支援事業 (社会福祉課)

趣味

参加支援
（社会とつながる）

社会福祉

協議会

(受託者)

地域子育て支援拠点

(こどもえがお課)

子育て
支援センター
ひまはぴ

多機関協働事業（つながり会議） (社会福祉課)

地域介護予防

活動支援事業

(高年介護課)

生活困窮者等

のための地域

づくり事業

(社会福祉課)

社会福祉法人等

(受託者)

地域活動支援センター

(社会福祉課)

児童福祉機能

(こどもえがお課)

母子保健機能

(さわやか健康課)

生活支援体制

整備事業

(高年介護課)

地域づくりに向けた支援
（つながり、見守り合い、支え合える地域づくり）

障害者

基幹相談

支援センター

（社会福祉課）

社会福祉

協議会

(受託者)

神戸の冬を

支える会

(県受託者)

地域包括

支援センター

（高年介護課）

断 ら な い 相 談 ・ ア ウ ト リ ー チ

地域包括支援センター

ブランチ

(受託者)
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２ 実施事業

（１）相談支援

本人やその家庭における課題を属性・世代を問わず包括的に受け止め、関係機関全体で支援体制

を構築する「包括的相談支援事業」と、受け止めた課題が複雑・複合化し、自機関とそのネットワ

ークでは対応困難な場合に、支援の方向性の整理やプランの作成、チーム支援のコーディネートな

どを行う「多機関協働事業」を実施します。

① 包括的相談支援事業 ～困りごとを抱える人を必要な支援につなげる支援～

基本方針

支援関係者が、そのネットワークや、地域住民、自治会、民生委員・児童委員、学校園、地域の

事業者、行政機関との連携を密にし、困りごとを抱える人の相談を、介護、障害、子ども・子育て、

生活困窮などの各分野の属性にかかわらず受け止め、アウトリーチを含む必要な支援を行います。

相談内容の課題を整理し、情報提供やサービス等の利用支援、必要な支援機関へのつなぎを行う

ほか、複数の分野にわたる事案には、関係機関で連携した支援を行うなど、要支援者のニーズに応

える包括的な支援体制を整備します。

事業等
主な

支援対象者
内容

介護

地域包括支援センター

の運営

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 1号のイ

【設置形態：基本型】

65 歳 以 上

の高齢者及

びその家族

等

【実施内容】

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられる

よう、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが総

合的な相談に応じ、権利擁護、自立支援・介護予防に必要

な支援、地域における連携・協働の体制づくり、地域ケア

会議の開催等を担う地域包括支援センターを運営する。

また、身近な地域の相談窓口として、訪問等による高齢

者の見守りや福祉サービスの情報提供、心配ごとの解決

等を行うブランチを設置する。

【実施形態・設置個所数】

地域包括支援センター 直営 1（高年介護課）

地域包括支援センターブランチ 委託 1（社会福祉法人）

【評価指標】

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 2,340 2,395 2,450 2,505

総合相談支援件数 (件)
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事業等
主な

支援対象者
内容

障害

相談支援事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 1号のロ

【設置形態：基本型】

障害児・者

及びその家

族等

【実施内容】

障害児・者等が自立した日常生活や社会生活を営むこ

とができるよう、対象者本人や保護者・介護者等からの相

談に応じ、情報提供や権利擁護のための必要な援助など

総合的な支援を行う。

また、障害者基幹相談支援センターに専門的職員を配

置し、相談支援事業者等に対する指導・助言、情報の収

集・提供や人材育成支援、自立支援協議会の運営などを通

じて地域の相談支援機能の充実・強化を図る。

【実施形態・設置個所数】

障害者基幹相談支援センター 直営 1（社会福祉課）

障害者等相談支援事業 委託 2（社会福祉法人）

【評価指標】

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 1,350 1,350 1,350 1,350

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 660 670 680 690

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 300 305 310 315

障害者基幹相談支援センター相談支援件数 （件）

障害者等相談支援事業相談支援件数 （件）

ブランチによる実態把握件数 (件)
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事業等
主な

支援対象者
内容

生活困窮

福祉事務所未設置町村

による相談事業

【設置形態：基本型】

生活に困窮

している、

又は生活困

窮に陥る恐

れのある人

及びその家

族等

【実施内容】

生活困窮者の複合的な課題に対する一次的な窓口とし

て、相談を通じた情報提供や助言のほか、自立相談支援事

業や生活保護に関する関係機関との連絡調整など、包括

的に対応することで必要な援助等を行う。

【実施形態・設置個所数】

委託 1（社会福祉協議会）

【評価指標】

子ども・子育て

利用者支援事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 1号のハ

【設置形態：基本型】

妊婦、18 歳

未満のこど

も及びその

家族等

こども家庭センター型

【実施内容】

母子保健と児童福祉の一体的な運営を通じて、妊産婦

や乳幼児の健康保持及び健康増進に関する包括的な支援

を行う。また、全てのこどもと家庭に対し、児童虐待の予

防的措置から個々の家庭事情に応じた支援まで、切れ目

なく対応する。

【実施形態・設置個所数】

母子保健機能 直営 1（さわやか健康課）

児童福祉機能 直営 1（こどもえがお課）

【評価指標】

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 220 220 220 220

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 596 582 572 563

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 260 260 260 260

生活困窮等相談支援件数 （件）

児童福祉機能相談支援件数 （件）

母子保健機能相談支援件数 （件）
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事業等
主な

支援対象者
内容

妊婦及び産

婦とその家

族等

妊婦等包括相談支援事業型

【実施内容】

妊産婦等が、安心して出産や育児などに向き合えるよ

う、保健師等の専門職が妊娠時から寄り添い、面談や情報

発信等を通じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を

行う。

【実施形態・設置個所数】

直営 1（さわやか健康課）

【評価指標】

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 100 100 100 100

保健師による妊娠届出時面談実施率 (％)
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② 多機関協働事業 ～複雑・複合化した課題を解きほぐし、支援関係機関をつなぎなおす支援～

基本方針

これまでの縦割り支援の仕組みでは対応困難な、包括的相談からつながった支援ニーズに対し、

課題の把握や支援の方向性の整理、支援プランの作成、関係機関の役割分担やチームによる支援の

コーディネートなどを行います。多機関が協働する機能を高め、複雑化・複合化したケースであっ

ても、いずれは多機関協働事業を介さずとも支援が行えるように、各機関の特性や社会資源等に対

する共通理解と連携を深め、狭間のニーズに対応する方策を協議・検討します。

事業等
主な

支援対象者
内容

多機関協働事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 5号、第 6号

【設置形態：基本型】

複雑化・複

合化した課

題を抱える

人 及 び 世

帯 、支援機

関

【実施内容】

支援機関の役割分担、支援の方向性の整理などケース

全体の調整や支援者支援を行う。また、相談関係者の協力

のもと本人の同意を得て協議し、支援プランを作成する。

つながり会議（重層的支援会議・支援会議・全体会）

月 1 回、相談支援包括化推進員が、包括的相談支援事

業のエリアマネジャーを招集し、必要に応じてエリア外

の関係機関等も含めて開催する。

本人の同意が得られるケースは、支援プランの作成や

関係機関のモニタリング確認・評価を行う「重層的支援会

議」として開催し、本人の同意が得られず支援が進まない

ケースは、出席者に守秘義務を設けて早期対応の検討等

を行う「支援会議」として開催する。さらに、個別のケー

スの積み上げから福祉分野に留まらない課題を整理・集

約し、全庁的な連携体制の構築や地域づくりを検討する

「全体会」等へとつなげる。

【実施形態・設置個所数】

直営 1（社会福祉課）

【職員配置】

社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等（兼務）

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 15 15 16 16

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 2 2 3 3

対応協議・調整ケース件数 （件）

支援プラン作成件数 （件）
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（２）参加支援

課題の複合化・複雑化の背景には、社会的孤立など関係性の貧困から自己肯定感や自己有用感の

低下につながり、自身に課題があるということに気づかないまま支援制度の枠組みからこぼれ落ち

ることで、病気の悪化や世帯の貧困、虐待やDV、自殺などのリスクに結びつく傾向があります。

必要な支援が届かない人や世帯に寄り添い、社会とのつながりを回復する支援を行うため、「ア

ウトリーチ等を通じた継続的支援事業」、「参加支援事業」を実施します。

① アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

～支援が届いていない人に寄り添い、伴走しながらつながり続ける支援～
基本方針

長期にわたりひきこもり状態にあるなど、複合化・複雑化した課題を抱えながらも支援が届いて

いない人や世帯は、これまでの支援機関が行ってきた課題の解決を目指す「解決型支援」では解決

しないため、訪問等による本人やその世帯への寄り添い、時間をかけた丁寧な働きかけなどを通じ

て、つながり続けることを目指す「伴走型支援」を行います。

事業等
主な

支援対象者
内容

アウトリーチ等を

通じた継続的支援事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 4号

【設置形態：基本型】

地域社会か

らの孤立が

長期にわた

る人、その

他の継続的

な支援を必

要とする人

及びその世

帯

【実施内容】

多機関協働事業等による課題の解きほぐしや協議を経

てもなお、包括的相談支援事業等の対象にならないケー

スに対し、解決型支援や参加支援事業につながるよう、訪

問等による伴走型支援を実施します。

【実施形態・設置個所数】

直営 1（社会福祉課）

【職員配置】

社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等（兼務）

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 4 5 6 7

訪問等支援件数 （件）
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② 参加支援事業 ～狭間の支援ニーズを持つ人と地域・社会とがつながるための支援～

基本方針

人は、社会の一員としての役割を果たすことで、自分自身やその人生を肯定できるという側面が

あります。自己肯定感や自己有用感を回復し、生きる力を引き出すためには、本人、世帯が、他者

や地域、社会と関わり、自分に合った役割を見出すための多様な接点を確保することが必要です。

対象者本人のペースに合わせながら、本人の状態や希望に沿ったマッチング等を行い、継続的に

サポートするとともに、社会資源の把握と活用・連携、開拓に向けた働きかけや、多様な参加の場

の確保などにより、社会とのつながりづくりを支援します。

事業等
主な

支援対象者
内容

参加支援事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 2号

【設置形態：基本型】

地域や社会

とのつなが

りがなく、

既存の支援

では社会参

加がしにく

い人

【実施内容】

つながり会議での検討の結果、既存の制度による社会

参加が難しいとされたケースについて、本人のニーズ等

に沿って作成された支援プランに基づき、居場所や趣味

活動、福祉・就労サービス、地域活動、住まい等に関する

段階的な対応の提案や受入れ先との関係構築など、社会

参加につながる支援を行う。また、受入れ先の不安にも寄

り添い、定着をフォローアップする。

【実施形態・設置個所数】

直営 1（社会福祉課）

【職員配置】

社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等（兼務）

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 5 5 6 6

訪問等支援件数 （件）
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（３）地域づくりに向けた支援

血縁・地縁・社縁といった社会における人間関係の３つの縁（えにし）が脆弱化する中、人と人、

人と地域が緩やかにつながり、世代や属性を問わない居場所づくりや見守り活動などを通じてセー

フティネットを構築する「地域づくり事業」を実施します。

① 地域づくり事業 ～地域活動の活性化などを通じた人と人、人と地域がつながり合うための支援～

基本方針

属性や世代など対象者に応じた、既存の居場所や見守り活動など、地域に「あるもの」を活かし

ながら、幅広く多様な地域活動が生まれやすい環境を整備し、これらが混在することにより、町域

全体で多世代・多属性にわたる身近な居場所や参加・活動の場が提供されることを目指します。

分野別の拠点や地域において把握し、受け止めた課題について、他分野にわたる専門的な支援が

必要なものを適切に各分野の専門機関につなぐほか、つなぎ先が明確でない課題や複合化・複雑化

した課題については、包括的相談支援事業や多機関協働事業など、必要な相談や参加につなげます。

事業等
主な

支援対象者
内容

介護

地域介護予防活動支援

事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 3号のイ

【設置形態：基本型】

65 歳 以 上

の高齢者

【実施内容】

地域の介護予防に資する「いきいき百歳体操」の普及や

活動支援のほか、講座の開催等により、支援年齢や心身の

状況等によって分け隔てることなく、高齢者の誰もが参

加することのできる地域での介護予防活動を支援する。

【実施形態・設置個所数】

委託 1（社会福祉協議会）

【評価指標】

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 55 57 59 61

支援を行う地域の通いの場 (箇所）
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事業等
主な

支援対象者
内容

介護

生活支援体制整備事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 3号のロ

【設置形態：基本型】

地域住民、

地縁組織、

事業者等

【実施内容】

生活支援コーディネーターが中心となり、地域住民に

よる多様な主体と現状や将来像の共有、居場所や生活支

援・介護予防サービスの立ち上げと継続に向けたコーデ

ィネート等を行うことで、高齢者が単に生活支援・介護予

防サービス等の受け手となるだけでなく、自身の興味や

関心、選択を踏まえ、自分事として地域の多様な活動に参

加することにより、尊厳ある自立した生活につなげる体

制を整備する。また、組織的に生活支援コーディネーター

を補完し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による

体制づくりを推進するための協議体を運営する。

【実施形態・設置個所数】

委託 1（社会福祉協議会）

【評価指標】

障害

地域活動支援センター

事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 3号のハ

【設置形態：基本型】

障害者等 【実施内容】

障害者等が時間などに縛られることなく気軽に通所

し、相談や創作的活動、生産活動等を行う居場所である地

域活動支援センターの設置・運営を支援することにより、

生きがいづくりや自立と社会参加の促進を図る。

【実施形態・設置個所数】

地域活動支援センターⅢ型 委託 2（社会福祉法人）

【評価指標】

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 170 170 170 170

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 6 7 8 9

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 2,000 2,050 2,100 2,150

地域づくり活動件数 (件)

協議体参画団体数 (団体)

利用件数 （件）
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事業等
主な

支援対象者
内容

子ども・子育て

地域子育て支援拠点

事業

社会福祉法

第 106 条の 4

第 2項第 3号のニ

【設置形態：基本型】

子育て家庭

の親とその

こども

【実施内容】

乳幼児やその保護者が交流できる場所を設置し、子育

て等に関する相談、情報提供、子育てに関する講習会等を

実施することで、家庭や地域における子育て環境を補完

し、子育て中の親の孤独感や不安感を緩和することで、こ

どもの健やかな育ちを支援する。

【実施形態・設置個所数】

子育て支援センター「ひまはぴ」 一般型 1（直営）

【評価指標】

生活困窮

生活困窮者等のための

地域づくり事業

【設置形態：基本型】

地域住民、

地縁組織、

事業者等

【実施内容】

地域におけるつながりの中で、住民が抱える様々な困

りごとや、生活上の経済的な課題などに柔軟に対応でき

るよう、困窮者等のニーズや生活状況の把握、住民主体の

活動支援や情報発信、コミュニティを形成する居場所づ

くりなど、多様な担い手が連携する仕組みづくりを通じ

て、身近な地域における共助の取り組みを活性化させ、地

域福祉の推進を図る。

【実施形態・設置個所数】

委託 1（社会福祉協議会）、一部直営（社会福祉課）

【評価指標】社会福祉協議会

【評価指標】町

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 9,600 9,800 10,000 10,200

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 36 36 36 36

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 102 104 106 108

利用者数 （件）

地域づくり活動件数 （件）

つながるネットワーク参加事業所数 （事業所）
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第４章 計画の推進と進行管理・評価
多機関協働事業で集約された課題等は、支援機関のほかに、分野を越えて庁内外の関係者が集ま

る「つながり会議（全体会）」を開催して情報を共有します。

つながり会議（全体会）では、課題等の解決に向けた対応や、連携体制の構築、地域づくりに必

要な措置の検討、関係機関との連絡調整を行います。

また、自治会単位で開催する、民生委員・児童委員や自治会役員等との災害時の避難行動支援に

かかる連絡会を通じ、地域の支援関係者と要支援者への共通理解を図るなど、住民に身近な小地域

圏域における複合化・複雑化した課題の把握に努めます。

これらの会議や連絡会を通じて、計画の進捗状況の確認や評価、検証・見直しなどを行い、町域

全体における取り組みや実施体制のレベルアップをめざします。

① つながり会議（全体会）

相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を行う支援関係者や、必要に応じて福祉等以外の

庁内外の関係機関で開催し、会議で集約された課題の共有と対応策の協議・調整のほか、計画の進

捗状況の確認と検証・評価、さらなる取組や連携体制等の検討を行う。

【実施形態】 直営（社会福祉課、高年介護課、さわやか健康課、こどもえがお課）

【評価指標】

② 自治会との連絡会

3 年に 1回開催する各自治会の自治会長、民生委員・児童委員等との災害時避難行動要支援者等

にかかる連絡会内で、地域における複雑化・複合化したケースや地域課題の把握を行うとともに、

支援体制の確認、情報共有等を行い、事業が小地域に資する取り組みとなっているか評価、検証す

る。

【実施形態】 直営（社会福祉課、高年介護課）

【評価指標】

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 1 1 1 1

年度
R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

目標値 67 希望自治会

つながり会議（全体会）の開催件数 (件)

自治会連絡会の開催件数 (件)
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